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令和４年度旭川市内部統制評価報告書

旭川市長 今津 寛介 は，地方自治法第 150 条第４項の規定による評価を行い，同

項に規定する報告書を次のとおり作成しました。

１ 内部統制の整備及び運用に関する事項

旭川市長は，旭川市の内部統制の整備及び運用に責任を有しており，旭川市におい

ては，「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31 年

３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）に基づき，「旭川市内部統制基本方

針」（令和４年４月１日公表）を策定し，当該方針に基づき，財務に関する事務並び

に適正な管理及び執行を確保する必要のある事務に係る内部統制体制の整備及び運

用を行っています。

具体的には，過去約５年間（平成 28年４月から令和３年 12 月）に発生した①処分

事例，②旭川市監査委員による監査指摘事項，③「旭川市業務査察規程」に基づく定

期査察における指示事項，④「事務処理誤りに係る処理の統一的な取扱いについて」

（内規）に基づく事務処理誤り対応処理票による報告事例，及び⑤内部統制制度にお

ける不備事項の中から業務上のリスクを洗い出し（計 636 件），その中から特に発生

可能性が大きいリスクや発生した場合の影響度が大きいものを重要リスク項目とし

て，また今年度に全部局において特に重点的に対応する必要があるリスクを指定リス

クとして選定した上で，所属ごとにリスク対応策を設定し，その実践に取り組んでき

たところです（リスク項目は別紙１のとおり）。

（図）重要リスク項目選定の考え方
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なお，内部統制は，内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき，一体となって機能

することで，その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため，内部

統制の目的の達成を阻害する全てのリスクを防止し，または，当該リスクの顕在化を

適時に発見することができない可能性があります。

２ 評価手続

旭川市においては，令和４年度を評価対象期間とし，令和５年３月 31日を評価基

準日として，ガイドラインの「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき，財務に関

する事務，並びに適正な管理及び執行を確保する必要のある事務に係る内部統制の評

価を実施しました。

（１）全庁的な内部統制の評価

ガイドラインで示されている全庁的な内部統制の評価項目に対応する関係規定

等に基づき，６つの基本的要素（①統制環境，②リスクの評価と対応，③統制活動，

④情報と伝達，⑤モニタリング，⑥ＩＣＴへの対応）について，評価部局による独

立的な観点からの評価（独立的評価）を実施して，全庁的な内部統制の有効性につ

いて評価しました。

（２）業務レベルの内部統制の評価

業務レベルの内部統制の評価は，各課単位で行う自己評価，評価部局で行う独立

的評価の二段階で実施しました。

自己評価は，29 の重要リスク項目及び指定リスクのうち，指定リスクと重複す

る１項目を除外した上で，各課が各リスクの重要度及び影響度を判断した上で５項

目以上を選定（指定リスクの対象事務を実施している所属については必ず指定リス

クを選定）し，自ら設定した対応策が整備されているか，適正に運用されているか

（不備の有無）について点検するほか，不備が発生した場合には，その概要，原因

の分析とともに，改善事項を定めているかについて確認するものであり，自己点検

方式により評価を行いました。

評価部局が行う独立的評価は，各課単位で行う自己評価を行った事案について評

価部局が独立的評価を行い，内部統制の有効性について評価しました。

３ 評価結果

（１）全庁的な内部統制の評価

前記２（１）に従い，別紙２のとおり評価を実施した結果，不備の発生はありま
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せんでした。このため，旭川市における全庁的な内部統制は，評価基準日において

有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されていると判断しました。

（２）業務レベルの内部統制の評価

前記２（２）に従い，別紙３のとおり評価を実施しました。

なお不備については，「制度設計上の不備」※1と「制度運用上の不備」※2の２分類

とし，以下の基準で分類しています。

1制度設計上の不備 庁内に該当する制度が存在しない，現状の制度ではその目的を十分に果たすことができない，又

は適切に適用されていないことが該当します。そのうち，全庁的な内部統制の評価項目に照らして著しく不適切で

あり，大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性が高いものを「制度設計上の重大な不備」とします。

※ガイドラインでは「整備上の不備」と表現されています。

2制度運用上の不備 該当する制度は存在するものの意図したように運用されておらず，結果として不適切な事項を発

生させたことが該当します。そのうち，不適切な事項が実際に発生したことにより，結果的に大きな経済的・社会

的な不利益を生じさせたものを「制度運用上の重大な不備」とします。※ガイドラインでは「運用上の不備」と表

現されています。

なお，規則と異なる業務の実態を把握したものの，結果として不適切な事項が生じていないような場合は，当該規

則が適切に適用されていないものとして，制度設計上の不備に当たります。
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ア 制度設計上の不備について

制度設計上の不備は，合計 29 件ありました。

これらの不備について，個々の対応状況をもとに事案の重要性や影響度を勘案

して検討した結果，制度設計上の重大な不備に該当する事案はありませんでした。

なお不備については，各部署において改善事項を定め，適切な運用に努めてお

ります。

イ 制度運用上の不備について

制度運用上の不備は，合計 44 件ありました。

これらの不備について，個々の対応状況をもとに事案の重要性や影響度を勘案

して検討した結果，制度運用上の重大な不備に該当する事案はありませんでした。

なお不備については，各部署において改善事項を定め，適切な運用に努めてお

ります。

ウ 業務レベルの内部統制に係る評価結果

前記ア，イのとおり，評価対象期間中，制度設計上及び制度運用上の重大な不

備はなく，有効に運用されていると判断しました。

４ 不備の是正に関する事項

上記３の評価結果のとおり，重大な不備に該当する事案はなかったため，記載すべ

き事項はありません。

令和５年６月５日 旭川市長 今津 寛介
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別紙１

令和４年度リスク項目

№ リ ス ク 名

１ 現金管理の不備

２ 書類等の紛失，破棄

３ 個人情報の漏えい・紛失

４ 過大徴収・過少徴収

５ 過大支給・過少支給

６ 業務の遅滞

７ 滞納整理事務に係る督促の未実施，遅れ

８ 補助金等交付審査の不備・誤り

９ 契約書等の誤り

10 申請書，請求書等の未処理，処理誤り，処理遅れ

11 送付時の相手先，内容の誤り

12 外郭団体の不適切な事務

13 決裁の不備・誤り

14 補助金等交付決定額の誤り

15 不適切な契約内容・入札条件の設定

16 契約内容の履行管理の未実施，不備

17 説明責任の欠如

18 意思決定プロセスの無視

19 調定事務の漏れ，遅れ，誤り

20 国・道等への交付金等の申請誤り

21 議決前の予算執行

22 過大又は過少積算

23 条例・規則等の改正漏れ・誤り

24 情報の隠ぺい

25 出資団体の不適切な事務

26 横領

27 債権管理台帳の不備・誤り

28 備品台帳等の不備・誤り

29 現金の盗難・紛失

指定 物品管理の不備
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別紙２

全庁的な内部統制の取組内容と評価結果

全庁的な内部統制については，ガイドラインに示された６つの基本的要素について，旭

川市における取組内容を確認し，評価結果を以下のとおりまとめました。

Ⅰ 統制環境

【評価の基本的な考え方１】※ガイドライン上の番号で表記

市長は，誠実性と倫理観に対する姿勢を表明しているか。

【評価項目】

⑴ 市長は，地方公共団体が事務を適正に管理及び執行する上で，誠実性と倫理観が重

要であることを，自らの指示，行動及び態度で示しているか。

⑵ 市長は，自らが旭川市に求める誠実性と倫理観を職員の行動及び意思決定の指針

となる具体的な行動基準等として定め，職員及び外部委託先，並びに住民等の理解を

促進しているか。

⑶ 市長は，行動基準等の遵守状況に係る評価プロセスを定め，職員等が逸脱した場合

には，適時にそれを把握し，適切に是正措置を講じているか。

項 目 意 味

Ⅰ 統制環境

組織文化を決定し，組織内の全ての者の統制に対する意識に

影響を与えるとともに，ほかの基本的要素の基礎をなし，それ

ぞれに影響を及ぼす基盤をいう。

Ⅱ
リスクの評価と

対応

組織目的の達成に影響を与える事象について，組織目的の達

成を阻害する要因をリスクとして識別，分析及び評価し，当該

リスクへの適切な対応を選択するプロセスをいう。

Ⅲ 統制活動
長の命令及び指示が適切に実行されることを確保するために

定める方針及び手続をいう。

Ⅳ 情報と伝達
必要な情報が識別，把握及び処理され，組織内外及び関係者相

互に正しく伝えられることを確保することをいう。

Ⅴ モニタリング
内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロ

セスをいう。

Ⅵ ＩＣＴへの対応

組織目的を達成するために予め適切な方針及び手続を定め，

それを踏まえて，業務の実施において組織の内外のＩＣＴに

対し適切に対応することをいう。
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【評価の基本的な考え方２】

市長は，内部統制の目的を達成するに当たり，組織構造，報告経路および適切な権

限と責任を確立しているか。

【評価項目】

⑴ 市長は，内部統制の目的を達成するために適切な組織構造について検討を行って

いるか。

⑵ 市長は，内部統制の目的を達成するため，職員，部署及び各種の会議体等について，

取組内容

(1) ・本市における内部統制の目的等を示した旭川市内部統制基本方針（以下，「基本

方針」という。）を策定している。

・また，この方針に基づき内部統制の取組を実行していくに当たって必要な旭川

市内部統制実施要綱（以下，「要綱」という。）を定め，当該要綱に基づき適正な

事務処理を確保するための各種の取組を進めている。

・令和４年度に開催した庁議の中で，不祥事等における早期の報告の必要性や報

告を行った職員を適切に評価する仕組みの構築など，市長の意識や指示を具体

的に伝えている。

(2) ・基本方針を市公式ホームページ上にて公表しているほか，「旭川市政における公

正な職務の執行の確保等に関する条例」を策定し，職員の責務を定め，同条例の

運用状況を定期的に公表している。

・コンプライアンスハンドブックを作成するほか，定期的に庁内の電子掲示板等

にて市職員の法令遵守について職員に周知している。

・コンプライアンスやハラスメントに係る研修を定期的に実施し，職員が遵守す

べき事項について職員に対して周知徹底を図っている。

(3) ・「法令違反行為等を行った場合の報告について（通知）」（H27.8.10 付け旭人第

454 号）において，所属職員が法令違反を行った場合の報告を義務付けている。

・職員の交通事故及び交通違反に伴う処分等に関する基準を設けるほか，職員の

懲戒処分の公表に関する統一的考え方を示し運用していた。また，令和５年３月

には懲戒処分等に関する公表基準を新たに制定し周知するなど，職員の非違行

為について適切な対応を行っている。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴～⑶を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年３

月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているもの

と判断する。

7



それぞれの役割，責任及び権限を明確に設定し，適時に見直しを図っているか。

【評価の基本的な考え方３】

市長は，内部統制の目的を達成するにあたり，適切な人事管理及び教育研修を行っ

ているか。

【評価項目】

⑴ 市長は，内部統制の目的を達成するために，必要な能力を有する人材を確保及び配

置し，適切な指導や研修等により能力を引き出すことを支援しているか。

⑵ 市長は，職員等の内部統制に対する責任の履行について，人事評価等により動機付

けを図るとともに，逸脱行為に対する適時かつ適切な対応を行っているか。

取組内容

(1) ・内部統制制度を有効に機能させるために，要綱に基づき，市長を最高責任者と

した体制を整備している。

(2) ・要綱で部局の長をそれぞれの部局の内部統制推進責任者としたほか，各課の長

を内部統制推進員として課内の対象事務に関するリスクを把握し，必要なリス

ク対応策の整備を行うとともに，リスク対応策の実施状況を日常的に把握し，そ

れらの不備に対する是正を図らせることとしている。

・各職員についても，日常的に起こり得るリスクを把握し，必要なリスク対応策

を検討することに努めるとともに，整備されたリスク対応策を遵守するものと

している。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴及び⑵を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年

３月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているも

のと判断する。

取組内容

(1) ・採用試験案内に市長からのメッセージを掲載しているほか，求める人材像につ

いて記載している。

・毎年度，人事異動の基本方針を定め，個々の職員の持てる能力を最大限に活

かし，行政課題に積極的かつ的確に対応できる活力に満ちた組織を目指すとと

もに，市民の負託や期待に応え，市民のための市役所づくりを目標として，定期

人事異動を行っている。
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Ⅱ リスクの評価と対応

【評価の基本的な考え方４】

旭川市は，内部統制の目的に係るリスクの評価と対応ができるように，十分な明確

さを備えた目標を明示し，リスク評価と対応のプロセスを明確にしているか。

【評価項目】

⑴ 旭川市は，個々の業務に係るリスクを識別し，評価と対応を行うため，業務の目的

及び業務に配分することのできる人員等の資源について検討を行い，明確に示して

いるか。

⑵ 旭川市は，リスクの評価と対応のプロセスを明示するとともに，それに従ってリス

クの評価と対応が行われることを確保しているか。

・旭川市人材育成基本方針において，目指すべき職員像として，「チャレンジ精

神旺盛な未来志向」，「市民目線に立った協働志向」，「多様性を認め合うチーム

ワーク志向」を示し，必要な職員研修を毎年度実施している。

(2) ・人事評価制度において，職員の職務に対する態度を評価項目の一つに掲げ，全

体の奉仕者として，服務規律を遵守し，公正に職務を遂行しているか等の着眼点

から評価を行っている。

・「法令違反行為等を行った場合の報告について（通知）」（H27.8.10 付け旭人第

454 号）及び「事務処理誤りに係る処理の統一的な取扱いについて」（内規）に

より各種の報告を行う体制を整えており，職員の非違行為や事務処理誤りにつ

いて適切な対応を行っている。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴及び⑵を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年

３月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているも

のと判断する。

取組内容

(1) ・リスクに関係する制度所管課を明確にし，各制度所管課の課長で構成している

内部統制推進委員会において，その制度に係る事務を処理する上で，生じるリス

クの把握等を行っている。

・各部局における各課，各係の人員配置数については，事業の優先度，必要性，

緊急度及び時間外勤務の状況等を考慮して決定している。

・新型コロナウイルス感染症への対応については，人員等の資源について特別の

検討を行い，各部局へ必要な人員配置を示した。
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【評価の基本的な考え方５】

旭川市は，内部統制の目的に係るリスクについて，それらを識別し，分類し，分析

し，評価するとともに，評価結果に基づいて，必要に応じた対応をとっているか。

【評価項目】

⑴ 旭川市は，各部署において，当該部署における内部統制に係るリスクの識別を網

羅的に行っているか。

⑵ 旭川市は，識別されたリスクについて，以下のプロセスを実施しているか。

ア リスクが過去に経験したものであるか否か，全庁的なものであるか否かを分類

する。

イ リスクを質的及び量的（発生可能性と影響度）な重要性によって分析する。

ウ リスクに対していかなる対応策をとるかの評価を行う。

エ リスクの対応策を具体的に特定し，内部統制を整備する。

⑶ 旭川市は，リスク対応策の特定に当たって，費用対効果を勘案し，過剰な対応策

をとっていないか検討するとともに，事後的にその対応策の適切性を検討している

か。

(2) ・「旭川市内部統制の手引」において，リスクの評価と対応プロセスを明示し，手

引に従ってリスク評価と対応が行われることを確保している。

・各課のリスク対応策及び評価結果については，内部統制推進委員会で全件を確

認し，不十分なものは是正を指示する等，適切なリスクの評価と対応が行われる

ことを確保している。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴及び⑵を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年

３月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているも

のと判断する。

取組内容

(1) ・内部統制推進部局において，過去約５年間における①処分事例，②旭川市監査

委員による監査指摘事項，③「旭川市業務査察規程」に基づく定期査察における

指示事項，④「事務処理誤りに係る処理の統一的な取扱いについて」（内規）に

基づく事務処理誤り対応処理票による報告事例，及び⑤内部統制制度における

不備事項から，網羅的にリスクを識別している（636 件）

・その上で，全庁的に発生し得るリスクをまとめた「重要リスク等一覧」を作成
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【評価の基本的な考え方６】

旭川市は，内部統制の目的に係るリスクの評価と対応のプロセスにおいて，旭川市

に生じうる不正の可能性について検討しているか。

【評価項目】

⑴ 旭川市において，自らの地方公共団体において過去に生じた不正及びほかの団体

等において問題となった不正等が生じる可能性について検討し，不正に対する適切

な防止策を策定するとともに，不正を適時に発見し，適切な事後対応策をとるため

の体制の整備を図っているか。

し，それを基に各部署においてリスクの識別を行っている。

(2) ・「重要リスク等一覧」には，目的及び分類を明示している。

・各部署は識別したリスクの評価を実施する際に，内部統制推進部局が作成した

「内部統制の手引」に基づき，発生可能性及び影響度を評価し判定している。ま

た，手引では影響度の中には量的な要素と質的な要素を含めて検討することと

している。

・各部署はリスク評価結果に基づき，特に重点的に対応すべきリスクを選定し，

具体的に対応策を整備している。

(3) ・対応策を検討する際には，「現状の体制や資源で取り得る対応策」としており，

過剰な対応策にならないよう配意している。

・中間評価における独立的評価結果を基に，内部統制推進部局で確認・考察をし

ており，各課の対応策の適切性を検討している。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴～⑶を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年３

月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているもの

と判断する。

取組内容

(1) ・リスクの識別・評価等については，誤りだけでなく，不正リスクについても過

去の処分事例や監査指摘から，網羅的に行っている。また，他市で発生し影響の

大きかったもので，自課で対応するべき不正リスクについては対応リスクの一

つとすることとし，対応リスクの選定の際に各課で検討をしている。

・職員の非違行為の未然防止のため，職員の懲戒処分の公表に関する統一的考え

方を示し運用したほか，令和５年３月には懲戒処分等に関する公表基準を新た
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Ⅲ 統制活動

【評価の基本的な考え方７】

旭川市は，リスクの評価及び対応において決定された対応策について，各部署にお

ける状況に応じた具体的な内部統制の実施とその結果の把握を行っているか。

【評価項目】

⑴ 旭川市は，リスクの評価と対応において決定された対応策について，各部署におい

て，実際に指示通りに実施されているか。

⑵ 旭川市は，各職員の業務遂行能力及び各部署の資源等を踏まえ，統制活動について

その水準を含め適切に管理しているか。

に作成し，庁内向けに示している。

・不正を適時に発見し，適切な事後対応策をとるため，公益通報制度を設けてい

る。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年３月 31

日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているものと判断

する。

取組内容

(1) ・要綱において，整備されたリスク対応策を遵守することを職員の責務として定

め，年度当初に内部統制推進員（各課長）に対し，対応策の課内周知を実施させ

ることとしている。

・本市の内部統制においては，半期ごとに各課の対応策を自己評価することとし

ており，その結果を課内に周知することとしている。

・中間評価における各課の対応策の実施状況について，内部統制評価部局におい

て抽出によりヒアリング等を行い実施状況を確認している。

(2) ・内部統制推進責任者（各部長）に部局内におけるリスク対応策の整備及び実施

に関し，必要な指導・助言を行わせることとしているほか，内部統制推進員（課

長）に課内のリスク対応策の実施状況を日常的に把握し，それらの不備に対する

是正を図らせることとしている。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴及び⑵を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年
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【評価の基本的な考え方８】

旭川市は，権限と責任の明確化，職務の分離，適時かつ適切な承認，業務の結果の

検討等についての方針及び手続を明示し適切に実施しているか。

【評価項目】

⑴ 旭川市は，内部統制の目的に応じて，以下の事項を適切に行っているか。

ア 権限と責任の明確化

イ 職務の分離

ウ 適時かつ適切な承認

エ 業務の結果の検討

⑵ 旭川市は，内部統制に係るリスク対応策の実施結果について，担当者による報告を

求め，事後的な評価及び必要に応じた是正措置を行っているか。

３月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているも

のと判断する。

取組内容

(1) ・事務分掌条例及び事務分掌条例施行規則により，所掌事務を，事務専決規程に

より業務上の決裁区分をそれぞれ規定し，権限と責任の所在を明確化している。

・旭川市会計規則により，出納員等の設置し，会計事務の職務の分離を図ってい

る。

・事務専決規程及び事務取扱規程により，手続の方法を明示し，適時かつ適切な

承認を実施している。

・各課は半期ごとに各課の対応策の自己評価を行うとともに，対応策を修正する

必要が生じた場合は，再度対応策を作成し課内に周知を行うこととしている。

(2) ・各課において実施する中間評価及び最終評価を評価部局に報告するほか，内部

統制制度の実施期間中に新たにリスクを選定したり，対応策を修正した場合は

その内容を推進部局に報告することとしている。

・中間評価及び最終評価の報告を踏まえ，評価部局は各課に対し必要に応じて是

正を指示している。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴及び⑵を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年

３月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているも

のと判断する。
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Ⅳ 情報と伝達

【評価の基本的な考え方９】

旭川市は，内部統制の目的に係る信頼性のある十分な情報を作成しているか。

【評価項目】

⑴ 旭川市は，必要な情報について，信頼ある情報が作成される体制を構築しているか。

⑵ 旭川市は，必要な情報について，費用対効果を踏まえつつ，外部からの情報を活用

することを図っているか。

⑶ 旭川市は，住民の情報を含む，個人情報等について，適切に管理を行っているか。

【評価の基本的な考え方 10】

旭川市は，組織内外の情報について，その入手，必要とする部署への伝達及び適切

な管理の方針と手続を定めて実施しているか。

【評価項目】

⑴ 旭川市は，作成された情報及び外部から入手した情報が，それらを必要とする部署

取組内容

(1) ・事務取扱規程において，事案が完結するまでその経過を明らかにしておくとと

もに，公文書の保管及び引継ぎを完全にしなければならないと規定するととも

に，公用文の作成等に関し手引を作成している。

(2) ・市民参加の推進を図るため市政に対する意見等を募集し，市政への反映に努め

ることを目的として，外部の意見を募集する旭川未来創造ポストの制度を実施

している。

(3) ・個人情報保護条例等に基づき，個人情報を取り扱う事務を開始しようとすると

きには届出を要するほか，個人情報開示請求があった際は条例の規定に基づき

開示・不開示を判断して開示決定を行うなど，適切に管理している。

・「旭川市情報セキュリティポリシー」において，個人情報を含む情報は保管場所

の制限や運搬・提供時のパスワード設定等，その取扱いに制限を設けている。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴～⑶を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年３

月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているもの

と判断する。
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及び職員に適時かつ適切に伝達されるような体制を構築しているか。

⑵ 旭川市は，組織内における情報提供及び組織外からの情報提供に対して，かかる情

報が適時かつ適切に利用される体制を構築するとともに，当該情報提供をしたこと

を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築しているか。

Ⅴ モニタリング

【評価の基本的な考え方 11】

旭川市は，内部統制の基本的要素が存在し，機能していることを確かめるために，

日常的モニタリング及び独立的評価を行っているか。

【評価項目】

⑴ 旭川市は，内部統制の整備及び運用に関して，組織の状況に応じたバランスの考

慮の下で，日常的モニタリング及び独立的評価を実施するとともに，それに基づく

取組内容

(1) ・庁内に広く伝達すべき事項については，電子掲示板等を活用し適時に伝えてい

る。

・事務取扱規程により，関係する部課には起案時に合議を実施することとしてい

る。

・職員等の職務の執行に係る法令違反等に関する情報を通報するための公益通報

窓口を設置している。

(2) ・旭川未来創造ポストの制度において，外部から意見が寄せられた場合の処理手

順を旭川未来創造ポスト実施要綱で定めている。

・旭川市職員のハラスメント防止等に関する要綱で，ハラスメントに関する苦情

相談の処理手順を定めている。また，相談者等が申出をしたことによって不利益

な取扱いを受けないように留意することを定めている。

・公益通報窓口を庁内及び外部に設置するとともに，通報を受理した場合に必要

な調査を実施するための手続を定めており，弁護士及び学識経験者で構成する

公正職務審査会及び市長等に報告することとしている。

・旭川市市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例において，公益通

報者への不利益な取扱いの禁止等について規定している。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴及び⑵を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年

３月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているも

のと判断する。
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内部統制の是正及び改善等を実施しているか。

⑵ モニタリング又は監査委員等の指摘により発見された内部統制の不備について，

適時に是正及び改善の責任を負う職員に伝達され，その対応状況が把握され，モニ

タリング部署又は監査委員等に結果が報告されているか。

Ⅵ ＩＣＴへの対応

【評価の基本的な考え方 12】

旭川市は，内部統制の目的に係るＩＣＴ環境への対応を検討するとともに，ＩＣＴ

を利用している場合には，ＩＣＴの利用の適切性を検討するとともに，ＩＣＴの統制

を行っているか。

【評価項目】

⑴ 旭川市は，組織を取り巻くＩＣＴ環境に関して，いかなる対応を図るかについて

の方針及び手続を定めているか。

⑵ 内部統制の目的のために，当該組織における必要かつ十分なＩＣＴの程度を検討

取組内容

(1) ・各課は日々の業務において，各課が選定した対応策を実践することとしている

ほか，半期ごとに各課の対応策の自己評価を行うこととしている。

・中間評価における各課の対応策の実施状況について，内部統制評価部局におい

て抽出によりヒアリング等を行い実施状況を確認している。

・各課の評価結果及びヒアリング結果を踏まえ，内部統制評価部局が独立的に評

価を実施するとともに，「不備あり」とした事項や，内部統制推進委員会で対応

策の好例とされた事項について庁内の電子掲示板に掲載し，共有している。

(2) ・各課において実施する中間評価及び最終評価を内部統制評価部局に報告するほ

か，内部統制制度の実施期間中に新たにリスクを選定したり，対応策を修正した

場合はその内容を内部統制推進部局に報告することとしている

・定期監査における指摘事項は内部統制評価部局にも共有され，指摘を受けた部

局に対し，指摘を受けた上で実施した措置の報告を求めている。また，措置報告

については市長まで報告した上で，監査委員に通知している。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴及び⑵を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年

３月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているも

のと判断する。
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した上で，適切な利用を図っているか。

⑶ 旭川市は，ＩＣＴの全般統制として，システムの保守及び運用の管理，システム

へのアクセス管理並びにシステムに関する外部業者との契約管理を行っているか。

⑷ 旭川市は，ＩＣＴの業務処理統制として，入力される情報の網羅性や正確性を確

保する統制，エラーが生じた場合の修正等の統制，マスター・データの保持管理等

に関する体制を構築しているか。

取組内容

(1) ・急速なデジタル技術の進展や社会環境の変化に適切に対応し，ＩＣＴを活用し

行政サービス向上等を進めるため「旭川市デジタル化推進方針」を策定し，運用

している。

(2) ・各部局は情報化及び情報セキュリティ対策を総合的かつ体系的に推進するため

に，情報システムの適正な導入に向け，システム構成や導入効果等について，情

報政策課又は旭川市情報化推進委員会と事前協議を行っている。

・外部の有識者をＣＤＯ（最高デジタル責任者）として招へいし，必要なデジタ

ル技術を用いた市民サービスの向上や業務改善に取り組んでいる。

(3) ・「旭川市情報セキュリティポリシー」において，各種セキュリティ，運用，業務

委託等に関する情報セキュリティ対策基準を定めるとともに，副市長を最高情

報セキュリティ責任者とした体制を整備し，対策を推進している。

(4) ・「旭川市情報セキュリティポリシー」において，情報システムにおける入出力デ

ータの正確性の確保に関する事項や情報資産の管理に関する事項を定めるなど，

情報セキュリティ対策についての方針や対策を行う体制を構築している。

評価結果と改善措置

○内部統制は有効であると判断する。

取組内容から，評価項目⑴～⑷を満たす内部統制が存在し，評価基準日（令和５年３

月 31 日）において有効に整備され，評価対象期間において有効に運用されているもの

と判断する。
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１　評価結果 （単位：件）

該当なし 問題なし 不備あり

1 現金管理の不備 31 0 30 1 1

2 書類等の紛失，破棄 50 0 46 4 4

3 個人情報の漏えい・紛失 86 1 78 7 7

4 過大徴収・過少徴収 13 1 9 3 3

5 過大支給・過少支給 33 0 28 5 5

6 業務の遅滞 27 1 23 3 3

7 滞納整理事務に係る督促の未実施，遅れ 11 0 11 0 0

8 補助金等交付審査の不備・誤り 24 0 18 6 6

9 契約書等の誤り 41 0 41 0 0

10 申請書，請求書等の未処理，処理誤り，処理遅れ 57 0 50 7 7

11 送付時の相手先，内容の誤り 33 1 27 5 5

12 外郭団体の不適切な事務 6 0 5 1 1

13 決裁の不備・誤り 18 0 17 1 1

14 補助金等交付決定額の誤り 17 1 14 2 2

15 不適切な契約内容・入札条件の設定 18 0 18 0 0

16 契約内容の履行管理の未実施，不備 26 1 24 1 1

17 説明責任の欠如 15 0 15 0 0

18 意思決定プロセスの無視 6 0 5 1 1

19 調定事務の漏れ，遅れ，誤り 19 0 16 3 3

20 国・道等への交付金等の申請誤り 28 0 28 0 0

21 議決前の予算執行 2 1 1 0 0

22 過大又は過少積算 37 2 35 0 0

23 条例・規則等の改正漏れ・誤り 10 2 8 0 0

24 情報の隠ぺい 22 0 22 0 0

25 出資団体の不適切な事務 1 0 1 0 0

26 横領 11 0 11 0 0

27 債権管理台帳の不備・誤り 2 1 1 0 0

28 備品台帳等の不備・誤り 0 0 0 0 0

29 現金の盗難・紛失 12 0 12 0 0

独自 その他独自対応 6 0 5 1 1

662 12 599 51 51

指定 物品管理の不備 136課 557 917 22 22

569 1516 73 73

リスク選定状況及び評価結果

自己評価結果

重要リスク合計

合計

リスク
No.

リスク名 選定件数
独立的評価
結果に基づ
く不備

別紙３
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２　不備の分類 （単位：件）

1 現金管理の不備 1 1

2 書類等の紛失，破棄 4 1 3

3 個人情報の漏えい・紛失 7 7

4 過大徴収・過少徴収 3 3

5 過大支給・過少支給 5 1 4

6 業務の遅滞 3 3

7 滞納整理事務に係る督促の未実施，遅れ

8 補助金等交付審査の不備・誤り 6 3 3

9 契約書等の誤り

10 申請書，請求書等の未処理，処理誤り，処理遅れ 7 7

11 送付時の相手先，内容の誤り 5 1 4

12 外郭団体の不適切な事務 1 1

13 決裁の不備・誤り 1 1

14 補助金等交付決定額の誤り 2 2

15 不適切な契約内容・入札条件の設定

16 契約内容の履行管理の未実施，不備 1 1

17 説明責任の欠如

18 意思決定プロセスの無視 1 1

19 調定事務の漏れ，遅れ，誤り 3 3

20 国・道等への交付金等の申請誤り

21 議決前の予算執行

22 過大又は過少積算

23 条例・規則等の改正漏れ・誤り

24 情報の隠ぺい

25 出資団体の不適切な事務

26 横領

27 債権管理台帳の不備・誤り

28 備品台帳等の不備・誤り

29 現金の盗難・紛失

独自 その他独自対応 1 1

51 7 44

指定 物品管理の不備 22 22

73 29 44

重要リスク合計

合計

リスク
No.

リスク名 不備件数
制度設計上
の不備

制度運用上
の不備
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３ 主な不備内容（不備件数が多かった項目）

リスク

No.
リスク名 不備内容と是正状況

2
書類等の紛失，破

棄（４件）

・外部から送付されたデータを，所定のフォルダではなく別の場所に保存し

たため，約 2か月半処理が遅れた。今後は２名の担当者で，入力が必要な

データは他にないこと，必ず所定のフォルダ内にデータを保存することを

確認することとした。

・補助金の支出証拠書類について,書類の存在が確認できなかったため，提

出書類に係る受付簿と保管箱を設置し，提出があった都度，受付簿で管理

することとした。

3
個人情報の漏え

い・紛失（７件）

・封筒の宛名と内容物の宛名の確認が不十分であったため，入れ違いをして

送付したものがあったことから，封筒の宛名と書類の名義の確認を更に徹

底することとした。

・別人の氏名が入った書類を送付してしまったため，今後は個人の氏名を入

力を要しないものについては，入力しない取扱いを徹底するとともに，書

類送付の際にダブルチェックを徹底することとした。

5
過大支給・過少支

給（５件）

・会計年度任用職員の休暇届と出勤簿の反映に誤りがあり，通勤費４８０円

の未支給と過支給が発生したため，今後はシステムを活用した事務の簡易

化や制度・条件を理解した複数人の職員のチェックを図ることとした。

・部分休業取得時間の誤りにより 61,880 円を追給することとなったほか，

複数の処理誤りがあったため，会計年度任用職員の採用によりチェック体

制を強化した。また，今後 RPA の導入を検討することとした。

8

補助金等交付審査

の不備・誤り

（６件）

・補助金の交付要綱上，補助金交付条件に誤りがあったことから，補助金交

付要綱及び様式の改正を行った。

・助成上限額の確認を誤り,過大に補助金を交付したものがあった。要綱の

確認を怠ったことが原因であるため，申請時は担当者だけではなく複数人

の決裁権者も要綱を確認することとした。

10

申請書，請求書等

の未処理，処理誤

り，処理遅れ

（７件）

・報償費の支出を失念し，翌年度の予算からの支出となったため，支出負担

行為整理簿，進行管理表の突合を複数職員により行うこととした。

・支払いに関する事務処理が遅れ，請求者の希望日の支払いが間に合わなか

ったケースが一件あったため，担当者が書類の整理や業務の管理を徹底す

るとともに，副務者も進捗状況等を適宜把握することを確認した。

11
送付時の相手先，

内容誤り（５件）

・発送数が多く，担当者が一人で作業を行った結果，納付書を別の送付先に

送付してしまったものがあったため，必ず二人以上で確認作業を行うこと

を徹底した。

・通知書の交付において，根拠法令が異なる記載の通知書を相手方に交付し

てしまったため，担当者全員で当事務に係る根拠法令の違いを再確認する

とともに，事務上のチェック内容を含めた勉強会を実施し，作成したチェ

ックマニュアルを基に，同通知書の作成時又は決裁時には互いに確認しあ

うことで，再発を防止することとした。
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